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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年11月９日に、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14

号の２及び第３号に基づき、臨時報告書を提出いたしましたが、記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂

正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　１　提出理由

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　（訂正前）

 当社の連結子会社である株式会社ホームセンターバロー（以下、「ホームセンターバロー」といいます。）及び

ダイユー・リックホールディングス株式会社（以下、「ダイユー・リックホールディングス」といいます。）は、

平成30年11月８日開催の取締役会において、ダイユー・リックホールディングスを株式交換完全親会社、ホームセ

ンターバローを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、

同日付でダイユー・リックホールディングスとの間で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を

締結しました。

 また、当社は、ダイユー・リックホールディングスの筆頭株主である有限会社アサクラ・ＨＤ（以下、「アサク

ラ・ＨＤ」といいます。）との間で、アサクラ・ＨＤが、本株式交換の効力発生を条件として、その保有するダイ

ユー・リックホールディングス株式のうち30万株に係る議決権3,000個（ダイユー・リックホールディングスの議決

権総数に占める割合は2.0％）（以下、「合意対象株式」といいます。）について、当社の指示に従って議決権行使

その他の権利行使をすること等について合意し、平成30年11月８日付で、アサクラ・ＨＤとの間で株主間契約（以

下、「本株主間契約」といいます。）を締結いたしました。本株式交換の効力発生及び本株主間契約に基づく上記

議決権行使等に関する合意により、ダイユー・リックホールディングスが当社の特定子会社に該当することになり

ますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の２及び

第６号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

　（訂正後）

当社の連結子会社である株式会社ホームセンターバロー（以下、「ホームセンターバロー」といいます。）及び

ダイユー・リックホールディングス株式会社（以下、「ダイユー・リックホールディングス」といいます。）は、

平成30年11月８日開催の取締役会において、ダイユー・リックホールディングスを株式交換完全親会社、ホームセ

ンターバローを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、

同日付でダイユー・リックホールディングスとの間で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を

締結しました。

また、当社は、ダイユー・リックホールディングスの筆頭株主である有限会社アサクラ・ＨＤ（以下、「アサク

ラ・ＨＤ」といいます。）との間で、アサクラ・ＨＤが、本株式交換の効力発生を条件として、その保有するダイ

ユー・リックホールディングス株式のうち30万株に係る議決権3,000個（ダイユー・リックホールディングスの議決

権総数に占める割合は2.0％）（以下、「合意対象株式」といいます。）について、当社の指示に従って議決権行使

その他の権利行使をすること等について合意し、平成30年11月８日付で、アサクラ・ＨＤとの間で株主間契約（以

下、「本株主間契約」といいます。）を締結いたしました。本株式交換の効力発生及び本株主間契約に基づく上記

議決権行使等に関する合意により、ダイユー・リックホールディングスが当社の特定子会社に該当することになり

ますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の２及び

第３号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
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